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官
報
号
外

昭
二
十
五
年
四
月
八
l
l

昭
和
二
十
五
年
四
月
七
日
（
金
曜
日
）
午
前
十

時
四
十
八
分
開
讃

議
事
日
程
第
三
十
八
号

昭
和
二
十
五
年
四
月
七
日

午
前
＋
時
開
議

第
1

精
神
術
生
法
案
（
中
山
蒔
彦
君

外
十
四
名
発
議
）
（
委
員
長
報
告
）

第
二
宵
少
年
飲
酒
防
止
法
案
（
姫
井

伊
介
君
外
二
十
一
名
発
議
）（
貴
唇
報
告
）

第
三
旧
軍
港
市
転
換
法
案
（
佐
々
木

鹿
蔵
君
外
二
十
一
名
発
議
）（委
員
長
報
告
）

第
四
保
瑕
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
怯
律
案
（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送

付

）

（

委

員

長

報

告

）

第
五
公
職
選
挙
法
案
公
衆
議
院
提
団
）

（
委
員
専
魯
）

第
六
公
職
選
挙
法
の
施
行
及
び
こ
れ

に
伴

9
関
係
法
令
の
整
理
等
に
関
す

る
怯
律
案
（
衆
議
院
提
f
l
l
)（委
員
長
報
告
）

鶉
七
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
稀
市

建
設
怯
案
（
衆
議
院
提
田
）（
貴
目
苔
）

第
八
水
路
業
務
法
案
（
内
閣
提
出
、

衆
議
院
爵
）
・
（
委
員
長
報
告
）

第
九
倉
庫
業
怯
の
一
部
を
改
正
す
る

怯
律
案
（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

・
（
委
員
長
躙
告
）

参
議
院
会
鵬
録
第
四
十
号
鵬
長
の
報
告

第
一

0

愛
媛
県
三
間
村
小
学
校
改
築

に
関
す
る
請
願
（
委
員
長
報
告
）

箔
1

一
新
制
中
学
校
建
築
費
国
庫
補

助
増
額
に
関
す
る
請
願
（
唇
居
報
告
）

策
―
二
六
・
―
―
一
制
建
築
予
算
復
活
に

関
す
る
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
一
三
育
英
資
金
国
庫
補
助
増
額
に

関
す
る
蒙
願
（
三
件
）
（
委
員
長
報
告
）

葛
一
四
科
学
研
究
等
に
必
要
な
経
費

増
額
の
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
一
五
六
・
三
制
義
務
教
育
費
全
額

国
庫
補
助
に
関
す
る
請
願

・
（
委
員
長
報
告
）

第
一
1
^
1
^
•三
制
建
築
予
算
増
額
お

よ
び
定
員
定
額
制
廃
止
に
関
す
る
請

願
（
二
件
）
（
委
貢
受
司
者
）

第
一
七
九
州
大
学
大
学
院
特
別
研
究

生
に
研
究
費
増
額
等
の
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
一
八
公
民
館
に
幕
任
職
員
配
置
の

請

願

（

委

員

妥

報

告

）

第
1

九
国
宝
月
輪
寺
薬
師
堂
改
修
費

国
庫
補
助
に
関
す
る
請
願（
委
員
長
報
告
）

第
二
0

国
宝
瑞
巖
寺
本
党
外
五
康
作

理
工
事
費
国
庫
補
助
に
関
す
る
請
願

（

二

件

）

念

女

員

貶

報

告

）

第
ニ
―
旧
制
高
校
卒
業
生
の
追
学
問

題
に
関
す
る
請
願
（
四
件
）（
委
員
長
報
告
）

筋
ニ
ニ
羹
資
金
等
の
国
庫
補
助
増

額
に
関
す
る
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
二
＝
1

六
・
三
制
建
築
予
算
増
額
等

に
関
す
る
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
二
四
育
英
資
金
国
庫
補
助
増
額
等

に
関
す
る
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
二
五
大
学
研
究
懐
関
拡
充
に
関
す

る

請

願

（

委

員

長

報

告

）

第
二
六
私
学
に
対
す
る
国
庫
補
助
お

よ
び
貸
付
の
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
二
七
六
・
三
制
教
育
費
全
額
国

庫
補
助
縮
に
関
す
る
請
願

・
（
委
員
妥
報
告
）

第
二
八
私
学
へ
の
同
庫
補
助
に
関
す

る

請

願

（

委

員

長

報

告

）

弟
二
九
短
期
夜
間
大
学
開
設
に
関
す

る

請

願

（

委

員

長

報

告

）

第
三
0

大
学
院
学
生
に
対
す
る
育
英

資
金
の
増
額
等
に
関
す
る
請
願

（
委
員
長
報
告
）

第
三
一
室
闊
工
業
大
学
火
災
復
旧
に

関
す
る
請
願
（
委
員
長
報
告
）

第
三
二
六
・
三
制
学
校
建
築
費
国
庫

補
助
増
額
に
関
す
る
睛
願（
委
員
長
報
告
）

第
三
三
東
北
積
雰
地
帯
の
六
・
三
制

建
築
費
国
康
補
助
増
額
に
関
す
る
請

願

（

委

員

長

報

告

）

節
1

1

1

四
盛
岡
市
胃
山
小
学
姑
讀
築
に

関
す
る
請
願
（
委
祠
浸
報
者
）

〇
匹
よ

：嶺し

六
五
-r-

院

会

議

録

第

四

十

号

官

号

外

昭

和
1

一
十
五
年
四
月
八
日

一
昨
五
日
内
閣
か
ら
予
備
審
査
の
た
め
左
の

議
案
が
送
付
さ
れ
た
。
よ
っ
て
識
艮
は
即
日

こ
れ
を
委
員
会
に
付
託
し
た
。

貴
金
属
管
理
法
案
大
蔵
委
員
会
に
付
託

鼻
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
会
に
付
託

同
日
衆
議
院
か
ら
予
備
審
在
の
た
め
左
の
談

案
が
送
付
さ
れ
た
。
よ
つ
て
鵬
長
は
郎
日
こ

れ
を
水
産
委
員
会
に
付
託
し
た
。

憔
港
法
案
（
水
産
委
員
長
提
出
）
．

同
日
修
正
議
決
し
た
衆
議
院
没
付
の
左
の
内

閣
提
出
案
は
、
郎
日
こ
れ
を
衆
議
院
に
回
付

し
た
。裁
判
所
職
員
の
定
員
に
関
す
る
怯
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

靡
所
法
孵
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

同
H
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
当
選
し
た

理
事
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

坪
事
石
坂
豊
一
君
（
中
川
以
良
君
の
補

欠）
即
事
大
島
定
吉
君
（
左
熊
装
評
対
の
補

欠）

第
三
万
育
英
奨
学
生
希
望
者
全
員
採

用
等
に
関
す
る
請
願
（
委
員
長
報
告
）

箆
H
＾
青
年
教
育
の
振
興
に
関
す
る

請

願

（

蜃

嚢

報

告

）

第
三
七
手
芸
教
育
振
興
に
関
す
る
畔
叩

願

（

委

員

長

報

告

）

第
三
八
東
北
大
学
に
東
北
文
化
研
究

所
設
置
の
陳
情
（
委
員
畏
報
告
）

笹
一
一
九
山
形
賑
島
悔
中
学
校
建
築
費

国
庫
補
助
に
関
す
る
陳
情袋
委
員
長
報
告
）

第
四
0

新
制
中
学
校
建
築
投
国
附
補

助
に
関
す
る
陳
情
（
委
員
長
報
告
）

0
議
長
（
佐
糠
貧
武
君
）
諸
般
の
報
告
は
飢

説
を
省
略
い
た
し
ま
す
。
i

同
日
委
員
長
か
ら
左
の
報
告
書
を
提
出
し

•J

o t
 
精
神
術
生
法
案
可
決
報
告
書

保
駒
架
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

可
決
報
告
醤

文
部
委
員
会
請
願
審
査
報
告
害
第
一
号

文
部
委
員
会
請
願
特
別
報
告
第
一
号

形
生
委
員
会
請
願
審
壼
報
告
書
第
七
号

厚
生
委
員
会
翻
願
特
別
報
告
笏
八
号

浮
委
員
会
陳
情
審
杢
報
告
書
第
五
号

厚
委
員
会
陳
情
特
別
報
告
第
五
号

同
日
議
長
に
お
い
て
、
左
の
常
任
委
員
の
背

任
を
許
可
し
た
．

人

事

委

員

小

串

箭

一

君

外

務

委

員

棧

井

一

郎

君

大

蔵

委

員

林

屋

鎚

次

郎

君

同

玉

屋

喜

章

君

同

，

平

沼

禰

太

郎

君

建

設

委

員

田

方

進

君

同

，

大

隅

憲

二

君

経

済

安

定

委

貝

安

逹

良

助

君

予

算

委

員

門

田

定

誡

君

議

院

迩

営

委

員

栴

谷

榮

一

君

＿

懲

罰

委

員

捌

伊

能

君

同

渡

邊

甚

吉

君

同

岡

部

常

君

同

松

下

松

治

郎

君

同

齋

武

雄

君

同
日
議
長
に
お
い
て
、
常
任
委
負
の
補
欠
を

左
の
通
り
指
名
し
た
。

人
事
委
員

外
務
委
員

大
蔵
委
員

同同建
設
委
員

同経
済
安
定
委
員

平
沼
禰
太
郎
君

林
屋
鎮
次
郎
君

桟
井
一
郎
莉

大
隅
憲
二
君

小
串
消
一
君

安
撻
良
助
君

玉
屋
喜
章
君

田

方

進

君

嗅
白
ニ
ト
五
竺
ヨ
2

1

ヤ
1

日

店
"
"
'
'
誠
良
檎
這
↓
＂
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l 
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官

号

外

昭
和
二
十
五
年
四
月
八
日

公
識
選
挙
法
案
外
一
件

反
対
す
る
主
な
る
理
由
を
申
上
げ
ま
す
。

第
百
四
十
七
條
の
ボ
ス
タ
ー
処
狸
の
規
定

が
殆
ん
ど
不
可
能
の
こ
と
を
都
道
府
県
市
町

村
翅
挙
管
浬
委
員
会
に
要
求
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。
従
来
選
挙
当
日

に
限
り
、
投
粟
所
の
入
口
か
ら
三
町
以
内
の

区
域
に
選
挙
康
務
所
を
置
く
こ
と
を
禁
じ
た

る
精
神
に
従
い
、
且
つ
昭
和
二
十
年
十
二
月

十
七

H
内
務
省
令
第
三
十
二
号
、
衆
議
院
議

員
選
挙
運
動
取
締
規
則
第
三
條
笹
―
一
号
に
、

還
挙
の
当
日
に
限
り
、
演
設
会
場
表
示
用
の

張
札
、
立
札
介
板
、
禎
設
会
告
知
用
の
文
書

と
雖
も
投
梨
所
の
入
口
よ
り
三
百
二
十
七

-
j

A
1
ト
ル
（
約
三
町
）
以
内
の
区
域
に
お
い
て

頒
布
、
貼
付
、
掲
示
す
る
こ
と
を
得
ず
と
定

め
た
る
精
神
に
よ
り
、
約
三
町
を
今
回
は
約

―
町
と
改
め
、
こ
れ
を
法
律
で
定
め
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
三
町
云
々
は
従
来
逸
当
の
規

定
と
忍
わ
れ
、
各
候
補
者
及
び
当
時
の
賓
任

者
た
る
逍
挙
布
務
長
は
、
こ
れ
を
実
行
す
る

た
め
に
点
夜
中
か
ら
天
明
ま
で
の
問
に
祁
務

所
を
移
転
し
、
立
札
を
撤
去
し
、
ポ
ス
ク
ー

を
制
ぎ
取
る
緒
少
か
ら
ざ
る
苦
心
と
労
力
を

翌
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
本
法
案

に
お
い
＂
J
は
三
町
を
一
町
に
縮
め
、
す
で
に

捐
示
し
た
ボ
ス
ク
ー
を
短
時
間
内
に
撤
去
ナ

る
こ
と
を
翌
挙
管
狸
委
員
会
に
命
ず
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
管
琲
季
員
会
に
は
非
常
な
電

荷
に
な
つ
て
、
若
し
人
通
り
の
多
い
人
家
櫛

比
の
所
、
例
え
ば
棧
草
雷
門
の
区
役
所
包
辺
の

屎
馬
琢
道
君
登
壇
．
拍
手
〕

〇
来
馬
環
這
君
本
負
は
公
職
還
挙
法
案
に

ご
と
き
湯
所
で
あ
れ
ば
、
各
候
補
者
が
五
枚

で
も
十
枚
で
も
貼
付
け
、
且
つ
近
頃
は
強
靱

な
糊
で
貼
付
け
る
か
ら
、
地
方
区
に
お
い
て

は
勿
論
、
全
国
区
に
仮
に
二
百
人
の
候
補
者

が
出
る
と
見
て
、
五
十
人
が
五
枚
ず
つ
貼
る

と
す
る
と
数
百
枚
に
逹
す
る
こ
と
が
な
い
と

も
言
え
な
い
。
こ
れ
を
深
夜
作
業
で
斜
ぎ
取

る
の
は
容
易
の
業
で
な
い
。
全
固
選
挙
管
理

貴
会
連
合
会
が
本
法
案
に
対
し
修
正
の
陳

情
を
な
し
来
た
っ
た
の
は
無
理
も
な
い
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
本
員
は
委
員
会
に
お

い
て
二
三
の
修
正
説
を
述
ぺ
て
お
る
。
郎
ち

「
選
挙
場
の
入
日
か
ら
約
一
町
以
丸
の
所

に
は
一
人
五
枚
以
上
掲
示
し
て
は
な
ら
な

い
」
。
こ
れ
は
も
っ
と
数
を
減
ら
し
て
も
い

い
と
思
い
ま
す
。
「
各
候
補
者
は
張
札
の
撤

去
に
つ
き
冦
挙
管
理
委
員
会
に
協
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
等
の
條
文
を
第
百
四
十
七

條
の
第
三
項
に
加
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
の

で
あ
る
が
、
衆
議
院
の
方
で
は
、
こ
れ
ら
の

義
務
を
選
挙
管
理
委
員
会
に
嫁
し
て
し
ま
う

方
針
で
、
到
底
同
意
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う

委
員
諸
君
の
観
測
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
員
は

修
正
案
を
見
合
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然

る
に
採
決
の
時
期
に
近
付
く
に
従
い
、
委
員

は
、
本
條
の
明
文
は
初
め
か
ら
そ
の
地
城
内

の
枚
数
を
惰
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
必
ず
争
訟
の
基
と
な
り
、
牧
捨

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
を
ま
す
／
＼
憂

う
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ

ば
、
こ
の
点
、
本
法
案
は
不
備
で
あ
る
。
こ

れ
が
本
案
に
反
対
す
る
第
一
の
理
由
で
あ
h

ま
す
。

第
二
に
、
本
法
案
の
不
備
な
り
と
思
う
こ

と
は
、
参
議
院
全
国
区
議
員
選
挙
と
、
他
の

公
載
の
選
挙
と
を
同
一
の
法
律
を
以
て
規
定

す
る
こ
と
は
脹
本
絨
念
に
お
い
て
誤
ま
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
我
が
参
議
院
の
紐
織
は
批
界
に
例
の
な

い
制
度
で
あ
っ
て
、
殊
に
全
固
区
の
選
挙
は

最
も
特
色
の
あ
る
規
定
で
あ
る
。
即
ち
す
で

に
全
国
の
同
業
者
等
の
間
に
、
そ
の
人
格
、

学
識
、
技
能
等
が
知
ら
れ
て
い
る
人
が
立
候

補
し
て
当
選
を
争
い
、
全
国
の
有
権
者
も
、

平
予
め
得
た
る
知
識
に
よ
り
判
断
し
て
投

崇
す
る
の
を
根
木
観
念
と
す
る
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
二
年
の
第
一
阿
の
選
挙

K
お
い

て
、
一
部
の
人
が
、
選
挙
人
が
無
関
心
だ
か

ら
当
選
者
が
定
員
に
蓮
L
な
い
だ
ろ
り
と
言

つ
て
い
た
憂
を
裏
切
つ
て
、
極
め
て
逹
当

な
人
物
を
参
議
院
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然

る
に
本
沫
案
を
通
覧
す
る
に
、
都
道
府
県
市

町
村
内
の
選
挙
運
動
と
、
こ
の
特
異
性
あ
る

全
固
区
議
負
と
を
同
一
の
方
法
で
速
挙
を
行

わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
、
例
え
ば
法
定
運
動

費
は
非
常
に
多
額
に
定
め
ら
れ
、
候
補
者
及

び
運
動
員
は
全
国
を
駈
足
で
運
動
し
て
廻
る

べ
き
も
の
な
り
と
指
示
し
て
あ
る
ご
と
く
、

い
わ
ゆ
る
八
当
五
落
の
標
器
が
夢
に
非
ず
し

て
現
実
な
り
と
あ
っ
て
は
、
か
か
る
困
難
な

る
運
動
の
結
果
当
選
し
た
人
が
如
何
に
し
て

政
治
活
動
を
節
け
る
か
を
考
え
る
と
き
、
甚

だ
寒
心
に
堪
え
な
い
。
木
員
は
、
木
法
案
の

根
本
観
念
を
改
め
、
国
家
の
待
却
す
る
人
物

シ
三
ー
選
旧
す
る
途
を
講
じ
た
い
と
俎
り
。
郎
も

参
議
院
全
国
邁
旧
の
蹴
員
選
挙
に
関
す
る
沃

律
は
大
改
善
を
な
す
要
あ
り
。
本
案
は
こ
の

点
不
完
全
で
あ
る
。
よ
っ
て
反
対
す
る
の
で

あ
り
＊
｀
す
。

第
三
に
、
目
下
来
た
る
べ
き
六
月
選
挙
に

先
立
ち
、
次
官
、
局
畏
級
の
人
材
が
絨
々
辞

職
し
て
立
候
補
す
る
よ
う
で
あ
り
、
折
角

当
選
し
た
知
事
、
市
畏
等
を
中
途
辞
任
し

て
、
そ
の
地
方
を
主
た
る
地
般
と
し
て
立
候

補
す
る
者
も
あ
る
や
に
開
い
て
い
る
。
こ
れ

は
そ
の
人
の
自
由
で
あ
る
が
、
行
政
而
七
進

l
l
i
し
て
多
年
の
知
識
粁
験
を
積
ん
だ
官
吏

が
、
参
議
院
全
国
選
Illの
途
が
開
け
た
こ
と

を
立
身
の
捷
怪
な
り
と
心
得
て
、
こ
の
方
而

に
転
進
す
る
依
向
を
示
し
た
こ
と
は
、
参
議

院
議
員
の
選
挙
規
定
が
、
何
か
有
能
の
官
吏

ぷ
議
院
に
赴
か
し
む
る
欠
陥
と
い
つ
て
は

誤
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
今
少
し
く
研
究

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
只
今
委
員

長
の
報
告
中
に
も
触
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
或
る
種
の
公
歳
に
対

L‘
辞
任
後
六
ヶ
月
を
粁
過
し
な
け
れ
ば
立

候
補
で
き
な
い
こ
と
に

L
よ
う
と
い
う
修
正

案
も
出
た
が
、
本
員
は
こ
れ
ら
枝
葉
末
節
で

な
く
、
一
屑
高
い
所
か
ら
改
正
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
う
。
こ
れ
が
本
案
に
反
対
す
る
坊
l

-

l

の
珂
由
で
あ
り
ま
す
。

本
員
は
、
本
汰
案
に
対
し
他
の
委
員
諸
君

の
主
張
か
も
参
酌
し
て
修
正
案
を
提
出
す
る

用
煎
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
和
議
3
中
泣

か
ら
こ
の
委
員
に
加
わ
っ
た
た
め
、
前
に
述

ぺ
た
よ
う
な
大
修
正
を
企
西
す
る
余
裕
も
な

く
、
又
今
日
に
お
い
て
は
行
わ
れ
な
い
こ
と

I• 

七
二
九

田
中
千
田

利
勝正

丹

勅

五

郎

柚

見

義

男

＾
令
械
逍
挙
怯
案
に
対
ナ
・
る
修
正
案

右
の
修
正
案
を
成
規
に
よ
り
提
出
す
る
。

昭
和
二
十
五
年
四
月
七

H

発
議
者
砂

仁

五

郎

贅
成
者
姫

井

伊

介

木
村
籾
八
郎

千

葉

信

大

幸

一

料
崎
正
．
i
一
郎

＊
畠
良
夫
雄

堀

傾

葬

鈴
木
清
一

水

橋

朦

作

木

下

源

吾

山

田

節

男

伊

修

と
も
思
う
。
よ
っ
て
欠
点
多
き
法
律
と
し
て

委
員
会
の
議
決
に
従
わ
ん
と
も
考
え
た
が
、

審
議
終
局
の
現
状
に
鑑
み
、
巖
も
近
き
次
の

機
会
に
改
正
せ
ら
る
べ
き
泄
備
と
し
て
、
こ

の
反
対
窪
見
羞
べ
る
ゆ
・
え
ん
で
あ
り
ま

す
。
（
拍
手
）

0
議
長
（
佐
薦
肖
武
君
）
こ
れ
に
て
討
油
の

通
告
者
の
発
言
は
終
了
い
た
し
を
し
た
。
両

案
全
部
に
対
す
る
討
論
は
終
局
し
た
も
の
と

認
め
ま
す
。

参
市
を
し
て
報
古
を
い
た
さ
せ
ま
す
。

〔
海
保
参
着
説
〕

＊
日
茎
負
か
ら
左
の
修
正
案
を
提
旧
し
た
。

公
黛
恕
挙
怯
案
に
対
す
る
修
正
案
（
刃
仁

五
郎
君
発
議
）

〇
罐
長
（
佐
璽
肖
武
君
）
こ
の
際
、
吼
仁
右
i

郎
君
謡

IUの
修
距
案
の
趣
旨
骰
助
を
求
め
ま

す
。
烈
仁
五
郎
君
゜

太田 こもも
長方形



I 

（
救
育
上
特
殊
の
地
位
を
利
用
す
る
選

学
運
動
の
禁
止
）

第
直
二
十
七
條
何
人
も
、
教
育
上
特
殊

の
関
係
あ
る
地
位
を
利
用
し
て
、
学
校

の
兒
意
、
生
徒
及
び
学
生
で
年
令
二
十

年
未
満
の
も
の
に
対
し
て
選
挙
運
動
を

し
又
は
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
七
條
を
次
の
よ
う
に
改
め

る。

選
挙
人
で
、
選
挙
の
当
日
、
政
令
で

定
め
る
区
城
内
に
お
い
て
、
法
令
の
規

定
に
よ
り
抑
留
さ
れ
て
い
る
者
は
、
そ

の

恩

だ

よ

り

当

該

置

貰

合

喜

吏
員
の
監
視
の
下
に
、
投
票
所
に
行

ぎ
、
自
か
ら
投
栗
を
す
る
こ
と
が
で
き

る。

佐

々

木

良

作

太

田

藤

田

芳

雄

川

上

参
議
院
議
長
佐
藤
尚
武
殿

•
9
1
9

ー

9
9

i

9
9
9
9
9
9
9

・

＾
巌
選
挙
法
案
の
。
一
部
を
次
の
よ
う

に
修
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
八
條
（
代
理
投
票
）
」
を

「
第
四
十
八
條
（
代
理
投
票
そ
の
他
の
投

票
）
」
に
、
「
第
百
三
十
七
條
（
教
育
者
の
地

位
利
用
の
選
挙
運
動
の
禁
止
）
」
を
「
第
百

三
十
七
條
（
教
育
上
特
殊
の
地
位
を
利
用

す
る
選
挙
運
動
の
禁
止
）
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
條
見
旧
し
を
「
（
代
理
投
票
そ

の
他
の
投
梨
）
」
に
改
め
、
同
條
第
二
項
中

「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第

三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

«
•
加
え
る
。

2
 

嘉
敏
兄

〇
祠
仁
五
l
l
B
君
御
承
知
の
よ
う
に
、
只
今

顕
題
と
な
つ
て
お
り
ま
す
る
選
学
法
は
選
挙

基
本
法
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
て
お

b
ま

す
。
そ
の
意
睾
r
+
'分
に
認
識
せ
ら
れ
て
、

衆
参
両
院
の
委
員
会
に
お
い
て
は
慣
璽
番
譲

を
さ
れ
、
殊
に
我
が
参
議
院
の
選
挙
法
改

正
特
別
委
員
会
の
委
員
長
は
非
常
な
努
力
を

彿
わ
れ
て
、
先
程
御
報
告
に
な
り
ま
し
た
結

果
に
到
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し

な
が
ら
我
々
参
議
院
の
使
命
を
考
え
、
そ
う

し
て
又
今
談
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
も
の
が

選
挙
基
本
法
で
あ
る
だ
け
に
、
今
ま
で
到
達

せ
ら
れ
ま
し
た
結
果
の
中
で
、
ど
う
し
て
も

こ
れ
は
我
々
と
し
て
反
対
せ
ざ
る
を
得
な

い
、
従
っ
て
修
正
の
必
要
を
感
ず
る
と
い
う

約
六
つ
の
点
に
つ
い
て
修
正
案
を
提
出
い
た

第
百
四
十
六
條
第
一
項
中
「
禁
止
を
免
し
ま
し
て
、
多
数
の
皆
様
の
御
贅
成
を
得
た

れ
る
行
為
と
し
て
、
」
の
下
に
「
主
と
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
趣
旨
を
設
明
す

て

」

を

加

え

る

。

る

こ

と

を

許

さ

れ

た

い

と

考

え

る

の

で

あ

り

第
百
四
十
八
條
第
一
項
但
書
を
削
る
。
ま
す
。

第
二
百
三
十
五
條
第
二
項
を
削
る
。
不
幸
に
し
て
我
々
日
本
国
民
は
、
従
来
我

第
二
百
六
十
三
條
に
次
の
一
号
を
加
え
J
我
国
民
の
生
活
を
政
治
の
方
法
に
よ
っ
て
改

る

。

善

す

る

と

い

う

体

験

を

持

っ

た

こ

と

が

あ

り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
照
史
的
に
考
え
て
見
ま
す

と
、
．
旧
議
会
が
い
わ
ゆ
る
立
憲
制
度
の
上
に

立
ち
な
が
ら
そ
の
実
樅
を
持
た
な
か
っ
た
こ

と
に
最
大
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ
―
ー
真
実
の
実
権
を
持

た
な
い
議
会
の
議
員
の
選
挙
で
あ
る
た
め

に
、
日
本
に
は
久
し
く
楚
挙
腐
敗
の
態
習
慣

が
成
立
し
て

L
ま
っ
た
こ
と
は
皆
様
の
御
承

矧
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
現
在
新

憲
法
に
よ
っ
て
、
我
が
国
会
ぱ
旧
議
会
と
は

全
く
異
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
人
民
主
権
の
上
に

完
全
な
る
実
椛
を
持
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

然
る
に
今
国
会
が
完
全
な
る
実
権
を
持
っ
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
過
去
に
お
い
て
査
わ
れ
た

選
挙
腐
敗
の
賑
習
と
い
う
も
の
が
今
日
ま
だ

そ
の
跡
を
絶
た
な
い
。
そ
の
結
果
、
本
日
も

不
幸
に
し
て
そ
の
実
例
を
見
ま
し
た
よ
う

な
、
現
在
の
国
会
に
お
い
て
も
国
民
の
期
待

を
士
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
i

却
つ
て
国
民
の
失
望
を
買
う
。
併
し
若
し
も

こ
の
新
ら
し
い
国
会
が
国
民
の
失
望
を
買
う

と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
が

如
何
に
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
は
諸
君
も
十
分
御
承
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
国
会
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
失
わ

れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
徐
々
に
プ
ア
シ
ズ
ム

〔
刃
仁
五
郎
君
登
壇
、
拍
手
〕

十
＝
―
-
第
六
條
（
選
挙
事
項
の
周
知
及
び

棄
権
防
止
）
の
規
定
に
よ
る
啓
蒙
宜
伝

に
要
す
る
費
用

第
二
百
六
十
四
條
第
一
項
第
一
号
中

「
及
び
第
十
号
」
を
「
、
第
十
号
及
び
第
十

三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
篠
第
二
項
及
び
第
三
項
を

削
る
。

官
報
号
外
昭
租
二
十
五
年
四
月
八
日

公
職
選
挙
法
案
外
一
件

の
成
立
を
助
け
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
、
我
々
は
国
民
の
期
待
を

裏
切
ら
ざ
る
国
会
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
現
在
諸
君
の
前
に
問
穎
と
な
っ
て
い
る

新
ら
し
い
選
挙
法
の
制
定
は
、
実
に
か
よ
う

な
重
大
な
使
命
を
持
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
世
人
は
し
ば
／
＼
国
会
を

批
評
し
、
又
議
員
を
非
難
い
た
し
て
お
り
ま

す
。
併
し
一
定
の
男
挙
法
が
一
定
の
議
員
を

塁
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
選
挙
法
の
性
格

に
よ
っ
て
必
ず
一
定
の
議
員
が
選
挙
さ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
選
挙
法
の
重
大
な

意
義
が
あ
る
。
又
莞
挙
法
改
正
の
重
大
な
意

義
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
遣
憾
な
が
ら
現
在

選
挙
法
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て
泄
人
の
関

心
事
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
還
挙

法
の
真
実
の
改
正
が
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。

国
家
に
対
し
、
議
会
に
対
し
て
不
洞
を
抱
く

前
に
、
一
般
大
衆
は
翌
挙
法
を
問
題
と
す
べ

き
な
の
で
あ
り
ま
す
。
旧
帝
国
日
本
の
報
挙

法
と
新
ら
し
い
民
主
主
義
日
本
の
還
挙
扶

と
、
そ
の
あ
り
方
は
ど
こ
が
違
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
。
参
議
院
の
翌
挙
法
改
正
委
員

と
し
て
委
員
会
の
討
霰
に
参
加
す
る
こ
と
約

一
年
、
そ
の
間
、
僕
の
術
感
し
た
こ
と
は
、

た
だ
こ
の
一
事
で
あ
り
ま
す
。
旧
帝
国
日
本

の
選
挙
法
の
観
念
が
残
っ
て
お
る
限
り
、
新

ら
し
い
民
主
主
義
の
国
会
と
談
員
と
ぱ
選
出

さ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
旧
帝
国
日
本
の

還
挙
怯
と
新
ら
し
い
民
主
主
羨
日
本
の
選
挙

法
と
、
そ
の
あ
り
方
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る

か
。
旧
帝
国
H
本
の
選
挙
法
は
一
種
の
警
察

法
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ば
官
僚
が
回
民
の

選
挙
を
如
何
に
取
締
る
か
の
法
で
あ
り
ま
し

た
。
従
つ
て
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
取
締
に
便

宜
の
よ
う
に
で
き
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

併
し
取
締
を
以
て
断
じ
て
俊
秀
な
る
議
員
が

選
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
↓
事
実
が
こ
れ

を
証
明
し
て
お
り
ま
す
。
僕
は
個
々
の
先
輩

議
員
を
非
難
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
旧
帝
国
蒙
会
が
、
軍
間
、
官
僚
、

財
閥
に
膝
を
屈
し
た
こ
と
を
指
し
て
か
く
言

う
の
で
あ
り
ま
す
。
新
ら
し
い
民
主
主
義
の

日
本
の
選
挙
法
は
、
断
じ
て
警
察
法
の
一
種

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
新

ら
し
い
民
主
主
袈
の
H
本
の
遼
挙
法
は
、
国

民
の
最
高
の
政
治
的
自
由
の
発
抑
で
あ
る
選

挙
の
自
由
を
保
応
す
る
法
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
現
在
改
正
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
る
選

挙
法
は
、
悲
し
い
か
な
、
旧
逹
挙
法
の
色
彩

を
多
分
に
存
し
て
お
り
ま
す
。
I
B
恕
挙
法
を

こ
の
程
度
に
し
か
改
正
し
得
な
い
こ
と
に
つ

い
て
、
僕
自
身
そ
の
徴
力
を
謝
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
幸
い
に
し

て
、
只
今
か
ら
御
説
明
申
上
げ
る
修
正
案
が

多
数
の
諸
君
の
袈
成
を
得
て
、
ど
う
か
新
ら

し
い
選
挙
法
が
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

に
な
る
こ
と
を
心
か
ら
懇
願
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。
．

そ
の
第
一
点
は
、
新
ら
し
い
選
挙
法
に
よ

つ
て
刑
瀦
所
に
お
る
人
々
の
選
挙
権
を
も
尊
‘

重
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し

い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
際
、
警
察
に
留

置
さ
れ
て
お
る
人
の
冠
挙
権
と
い
り
も
の
が

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
お

手
許
に
配
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
1

部
修
正
案

＇ 
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0
議
長
（
佐
朧
固
武
君
）
次
に
委
員
会
提
出

に
か
か
る
公
職
選
挙
法
案
に
対
す
る
修
正
案

を
問
題
に
供
し
ま
す
。
本
修
正
案
の
表
決
は

記
名
投
稟
を
以
て
行
い
ま
す
。
本
修
正
案
に

賛
成
の
諸
君
は
白
色
票
を
、
反
対
の
諸
君
は

青
色
栗
を
、
御
登
壇
の
上
御
投
票
を
願
い
ま

す
。
氏
名
点
呼
を
行
い
ま
す
。
議
場
の
閉
鎖

を
命
じ
ま
す
。

〔
讃
場
閉
鎖
〕
．

．
〔
参
事
氏
名
を
点
呼
〕

〔
投
累
執
行
〕

0
議
長
（
佐
朧
繭
武
君
）
投
稟
漏
れ
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
か
：
•
•
投
粟
濶
れ
な
い
と
認
め
ま

す
。
こ
れ
よ
り
開
票
い
た
し
ま
す
。
投
槃
を

計
算
い
た
さ
せ
ま
す
。
麒
蝠
開
鋲
を
命
じ
ま

す
。
‘
〔
議
場
開
鎖
〕

〔
参
事
役
瞑
か
丑
以
昇
〕

0
議
長
（
佐
朧
輿
武
君
）
投
票
の
結
果
を
報

告
い
た
し
ま
す
。
、
投
票
総
数
九
十
九
票
、
白

色
稟
即
ち
本
修
正
案
を
可
と
す
る
も
の
九
十

一
粟
、
賓
色
票
即
ち
本
修
正
界
を
否
と
す
る

〔
起
立
者
少
数
〕

0
議
長
（
佐
繭
爾
武
君
）
少
数
と
認
め
ま

す
。
よ
っ
て
木
修
正
案
は
否
決
せ
ら
れ
ま
し

た。

＇ 

け
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
採
決
を
い
た
し
ま
す
。

先
ず
仁
五
郎
君
提
出
の
公
聰
還
挙
法

案
に
対
す
る
修
正
案
を
問
題
に
供
し
ま
す
。

本
修
正
案
に
贅
成
の
諸
封
の
起
立
を
求
め
ま

す。 官
報
号
外

〔
参
照
〕

賛
成
者
（
白
色
票
）
氏
名
九
十
一
名

赤
木
正
錨
君
阿
竹
繁
次
郎
君

安

部

定

君

飯

田

精

太

郎

君

岡

部

常

君

岡

本

愛

祐

君

河

井

禰

八

君

木

下

辰

雄

君

伊
達
源
一
郎
君
玉
置
吉
之
丞
君

穂
積
鍍
六
郎
君
堀
越
儀
郎
君

町

村

敬

貴

君

矢

野

酉

雄

君

伊
藤
保
干
君
井
上
な
っ
ゑ
君

小

野

哲

君

中

山

壽

彦

君

鈴

木

直

人

君

竹

下

豊

次

君

＇
太
郎
君
小
林
英
一
二
君

野
田
俊
作
君
波
多
野
林
一
君

一

松

政

二

君

岩

本

月

洲

君

島
津
忠
彦
君
池
田
宇
右
衛
門
君

積

尾

龍

君

中

川

以

良

君

寺

尾

閤

君

加

簾

常

大

郎

君

城

職

臣

君

茂

oo
信
夫
君

酉
川
甚
五
郎
君
大
島
定
吉
君

黙
田
英
雄
君
平
沼
禰
太
郎
君

石

坂

閉
1

君

柴

田

政

次

君・ヽ

石
原
幹
市
郎
君
．
松
野
喜
内
君

佐
々
木
鹿
蔵
君
藤
井
新
一
君

繋

六

郎

君

平

岡

市

1

1

一君

鳶

森

員

治

君

中

川

幸

平

君

小

林

勝

馬

君

竹

中

七

郎

君

林
屋
籠
次
郎
君
廣
瀬
輿
兵
衝
君

小

串

清

一

君

大

隅

憲

二

君

大
隈
信
幸
君
．
門
屋
盛
一
君

中
井
光
次
君
油
井
賢
太
郎
君

も
の
八
稟
、
よ
っ
て
本
修
正
案
は
可
決
せ
ら

れ
ま
し
た
。
（
拍
手
）

.. 
I

[

 

〔
起
立
者
多
数

0
議
長
（
佐
朧
綺
武
君
）
過
半
数
と
認
め
ま

す
。
よ
っ
て
衷
り
全
部
は
可
決
せ
ら
れ
ま
し

た
。
従
っ
て
本
案
は
修
正
議
決
せ
ら
れ
ま
し

た
。
（
拍
手
）

反
対
者
（
青
色
顕
）
氏
名
八
名

細

川

嘉

六

君

中

野

鵞

治

君

岩

間

正

男

君

鈴

木

消

一

君

水

橋

蔦

作

君

千

葉

信

君

堀

員

琴

君

刃

仁

五

郎

君

1
・
り

〇
罐
長
（
佐
朧
固
武
君
）
次
に
只
今
可
決
せ

ら
れ
ま
し
た
修
正
の
部
分
を
除
く
公
職
選
季

法
案
の
残
り
全
部
を
問
題
に
供
し
ま
す
。
残

り
全
部
に
賛
成
の
諾
君
の
起
立
を
求
め
ま

す。

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
棉
市
建
骰
法

案
右
の
本
院
提
出
案
を
こ
こ
に
迭
付
す
る
。

昭
和
二
十
五
年
三
月
二
十
三
日

衆
議
院
議
長
幣
原
喜
国
螂

参
議
院
議
長
佐
巌
尚
武
殿

[
[
[
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
.
 

別
府
国
際
観
光
灘
泉
文
化
都
市
建
設

法
（
目
的
）

第
一
條
こ
の
怯
律
は
、
国
際
文
化
の
向

上
を
図
り
、
枇
界
恒
久
平
和
の
理
惹
を

達
成
す
る
と
と
も
に
観
光
淵
泉
資
源
の

開
発
に
よ
っ
て
経
済
復
興
に
寄
輿
す
る

〔
審
査
報
告
醤
は
都
合
に
よ
り
最
終
号

附
録
に
掲
載
〕

脊

キ

ャ

ウ

震

島

田

千

壽

雰

巾

吉
田
法
晴
君
木
内
四
郎
君
〇
鱚
暴
（
位
鵬
調
諷
電
）
次
k
＾
ム
職
選
挙
法

谷
口
禰
三
郎
君
田
中
利
勝
君
の
施
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
関
係
法
令
の
乾
理

境
野
清
維
君
岩
木
哲
夫
君
等
に
関
す
る
法
律
案
を
採
決
い
た
し
ま
す
。

大

畠

農

夫

織

君

島

清

君

委

員

長

2
烹
古
は
修
正
鵬
決
報
告
で
ご
ざ
い

棧
井
一
郎
君
岡
田
宗
司
君
ま
す
。
委
員
長
報
者
の
通
り
修
正
議
決
す
る

天
田
勝
正
君
刃
生
三
七
君
こ
と
に
賛
賊
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

鬼

丸

義

齋

君

椎

井

康

雄

君

a笠
着
多
数

太
田
敏
兄
君
力
g
エ
邦
彦
君
〇
鰭
長
（
佐

■國
武
君
）
・
過
牛
数
と
認
め
ま

千
田
正
君
藤
田
芳
雄
君
す
。
よ
っ
て
本
案
は
委
員
会
修
正
通
り
議
決

伊

藤

修

君

青

山

正

一

君

せ

ら

れ

ま

し

た

．

中
平
常
太
郎
君
丹
刃
五
郎
君

1

●
,

0

9（
佐
朧
固
武
君
）
日
租
第
七
、
別
府

佐
々
木
良
作
君
中
村
正
細
君

国
際
観
光
濃
泉
文
化
都
市
建
設
法
案
（
衆
議

原

虎

一

君

若

木

勝

蔵

君

院
提
出
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。
先
ず
委

三

木

治

朗

君

木

下

源

宰

僣

員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。
建
骰
委
員
長
中

小

川

久

義

君

岩

男

仁

蔵

君

川
幸
平
君
°
‘

鈴
木
憲
一
君

昭
H
虚

年

目

â
a蓼
鵬

会

＇

名

＇

拇

脊

者

喋

鵬

泊

温

i

た
め
、
別
府
市
を
国
際
緞
光
温
泉
文
化

都
市
と
し
て
建
設
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

●
`
 

（
計
訓
及
び
事
業
）

第
二
條
別
府
国
際
伐
光
漑
泉
文
化
稲
市

を
建
穀
す
る
都
市
計
両
（
以
下
「
別
府
国

際
観
光
温
泉
文
化
都
市
挫
苫
計
画
」
と

い
う
。
）
は
、
都
市
計
洒
法
（
大
正
八
年

法
律
第
三
十
六
号
）
第
一
條
に
定
め
る

靡
計
画
の
外
、
国
際
観
光
温
泉
文
化

都
市
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
諾
施
設
の
計

面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

2
別
府
国
際
銭
光
潤
泉
文
化
祁
市
を
建

骰
す
る
都
市
計
画
事
業
（
以
下
「
B
i
J
府
国

際
観
光
淵
泉
文
化
都
市
建
設
事
業
」
と

い
う
。
）
は
、
別
四
国
郎
嶽
光
溢
泉
文

化
都
市
建
餃
計
画
を
実
施
す
る
も
の
と

す
る
。

（
審
業
の
援
助
）

第
三
條
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
関
係

諸
機
関
は
、
別
府
国
際
銀
光
淵
泉
文
化

都
市
建
設
事
業
が
第
一
條
の
目
的
に
て

ら
し
霊
要
な
意
蓑
を
も
つ
こ
と
を
考

え
、
そ
の
事
業
の
促
進
と
完
成
と
に
で

き
る
限
り
の
援
助
を
典
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
特
別
の
助
咸
）

第
四
條
国
は
、
別
府
国
際
観
光
温
泉
文

化
都
市
建
設
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
條
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
業
の
執
行

9r 
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-
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-
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太田 こもも
長方形



官

錮

p

四

外

嗣
1

士
＇
五
年
日
月
八
日

に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
公
共
団
体

に
対
し
、
普
通
財
産
を
譲
興
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
五
條
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市

建
餃
寡
操
の
執
行
者
は
、
そ
の
事
業
が

す
み
や
か
に
完
成
す
る
よ
う
に
努
め
、
〔
中
川
幸
千
君
登
壇
、
拍
手
〕

少
く
と
も
六
饉
月
ご
と
に
、
建
設
大
臣

0
中
I
l
l
奉
甲
零
只
今
躙
題
と
な
り
ま
し
た

に
そ
の
進
行
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
別
有
国
凛
躙
光
温
泉
文
化
都
市
建
穀
法
案
に

な

ら

な

い

。

つ

い

て

、

建

骰

委

員

会

に

お

け

る

審

躙

の

経

2

内
閣
総
理
大
臣
は
、
毎
年
ご
四
国
会
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

に
対
し
、
別
府
国
際
観
光
潰
泉
文
化
都
本
法
案
は
、
国
際
文
化
の
向
上
を
図
り
、

市
建
設
事
業
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
平
和
理
惹
を
達
成
す
る
と
共
に
、
銀
光
温
泉

ば

な

ら

な

い

。

賓

源

の

開

発

に

よ

っ

て

経

済

復

興

に

寄

典

す

（
別
府
市
長
の
責
瀦
）
る
た
め
、
別
府
市
を
匿
際
観
光
温
泉
文
化
都

第
六
條
別
府
市
の
市
長
は
、
そ
の
住
民
．
市
と
し
て
建
骰
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
協
力
及
び
関
係
諸
携
関
の
援
助
に
よ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
要
旨
は
、
国
際
銀
光

り
、
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
を
淵
泉
文
化
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
諸
施
骰
の
計

完
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
断
の
活
画
と
、
そ
の
事
業
及
び
こ
れ
に
対
す
る
国
、

動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
係
地
方
団
体
の
援
助
並
び
に
固
が
本
建
設

（

法

律

の

迩

用

）

事

業

の

用

に

供

す

る

国

有

財

産

の

譲

興

に

関

第
七
條
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
す
る
も
の
等
で
あ
り
ま
す
。
本
委
員
会
は
提

建
設
計
両
及
び
別
府
国
際
観
光
沿
泉
文
案
者
か
ら
提
案
理
由
の
設
朗
を
馳
取
し
、
各

化
都
市
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
委
負
と
提
案
者
及
び
関
係
政
府
当
局
と
の
間

法
律
に
特
定
の
定
め
が
あ
る
湯
合
を
除
に
熱
心
な
る
質
擬
応
答
を
重
ね
、
又
地
方
行

く
外
、
特
別
祁
市
計
画
法
（
昭
和
二
十
政
委
員
会
と
の
連
合
委
員
会
を
開
い
て
慣
重

一
年
法
律
舘
十
九
号
）
及
び
都
市
計
画
な
る
審
麟
を
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
委

法
の
漉
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
員
会
及
び
蓮
合
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
詳

附

則

細

に

つ

い

て

は

速

記

録

に

よ

っ

て

御

承

知

を

1

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
顧
い
、
こ
．
こ
に
は
質
疑
応
答
の
主
要
な
る
も

す

る

．

の

を

御

紹

介

い

た

し

ま

す

。

2
e
o按
寧
抱
行
の
際
現
に
執
行
中
の
本
建
霰
事
興
に
対
す
る
別
府
市
及
び
大
分

別
府
椙
市
計
画
事
禦
は
、
こ
れ
を
別
府
県
の
財
歎
上
の
負
組
、
国
庫
か
ら
の
助
成
要

固
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
事
業
と

し
、
第
二
條
築
二
項
の
趣
旨
に
合
致
す

る
よ
う
に
都
市
計
画
法
第
三
條
の
規
定

に
よ
る
手
続
を
経
て
、
こ
れ
を
変
更
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

求
額
並
び
に
第
四
條
に
規
定
す
る
国
有
財
産
が
成
立
す
る
と
き
は
、
他
の
諸
都
、
市
が
こ

の
具
体
的
内
容
如
何
と
の
質
問
に
対
し
て
、
れ
に
追
随
L
て
底
止
す
る
と
こ
ろ
な
き
に
至

地
元
は
相
当
の
課
税
、
負
担
を
覚
悟
し
て
お
る
こ
と
は
な
い
か
。
又
全
国
に
百
1

一
十
五
に

る
。
叉
予
算
措
置
は
別
と
L
て
も
、
本
法
の
上
る
載
災
都
市
の
復
興
も
十
分
に
進
捗
せ

制
定
に
よ
っ
て
起
債
の
枠
を
認
め
ら
れ
れ
ず
、
昨
年
計
画
の
縮
小
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ

ば
、
そ
の
意
義
が
あ
る
。
叉
国
有
の
菅
蓮
財
た
状
況
か
ら
見
て
も
、
ひ
と
り
別
府
市
に
対

産
と
し
て
現
在
別
府
市
に
あ
る
も
の
と
し
て
し
て
特
別
の
助
成
を
す
る
こ
と
は
、
他
の
載

は
、
一
、
旧
軍
用
地
と
し
て
石
垣
原
演
習
地
災
都
市
に
影
響
を
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な

六
十
万
坪
、
こ
の
土
地
は
二
十
年
程
前
に
別
い
か
と
の
諸
点
で
あ
り
ま
し
た
。

府
市
が
九
万
円
で
固
に
売
渡
し
た
も
の
で
、
委
員
会
は
建
霰
大
臣
の
田
席
を
求
め
て
そ

将
軍
用
を
廃
す
る
と
き
は
同
市
に
買
受
価
の
意
見
を
求
め
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
種
法

格
で
売
戻
す
契
約
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
律
が
国
会
を
通
過
し
た
場
合
、
固
会
の
意
思

（
「
簡
単
に
や
れ
」
「
簡
箪
」
と
呼
ぷ
者
あ
り
）
を
尊
宜
し
、
饂
迂
喜
興
は
そ
の
宣
要
性
を
認

二
、
鉄
輪
所
在
国
有
地
六
千
坪
、
こ
の
土
地
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
面
載
災
祁
市
の

は
亀
川
渾
軍
病
院
分
院
用
地
と
L
て
別
府
市
復
興
は
銃
意
努
力
す
る
と
こ
ろ
で
、
別
府
市

某
有
志
よ
り
寄
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
―
―
-
‘
助
成
の
た
め
に
こ
れ
を
犠
牲
に
す
る
が
ご
と

鮎
返
り
ダ
ム
及
び
上
水
道
配
水
施
骰
、
こ
れ
き
こ
と
は
竜
も
な
く
、
又
こ
れ
に
影
響
す
る

は
昭
和
二
十
一
年
連
合
P
ヂ
専
用
と
し
て
施
設
も
の
で
な
い
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。
又

せ
ら
れ
、
後
、
巨
有
と
な
り
、
現
在
は
市
に
観
光
事
業
と
し
て
は
臣
立
公
園
の
充
実
を
図

お
い
て
国
の
委
託
に
よ
り
管
理
中
の
も
の
で
る
こ
と
の
急
務
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
種
法
律

あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
次
は
、
国
と
観
光
稲
市
建
設
に
関
す
る
一
般
基
本
法
制

の
援
助
の
内
容
如
何
。
国
庫
か
ら
多
額
の
補
定
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
も
あ
っ
た
の
で
あ

助
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
又
他
の
職
り
ま
す
。

G
討
論
を
や
れ
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

災
都
市
、
他
の
観
光
地
に
対
し
て
も
同
様
に
か
く
て
こ
の
種
法
律
の
制
定
が
他
の
多
く
の

特
別
の
助
成
を
必
要
と
す
る
に
至
る
こ
と
は
棉
市
の
追
髄
を
招
く
こ
と
、
又
脹
災
都
市
の

考
慮
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
の
暫
間
に
復
興
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
繰
返
し
慣
重
な

対
し
て
は
、
別
府
市
に
は
す
で
に
相
当
の
篇
論
識
が
重
ね
ら
れ
た
後
、
質
疑
を
終
了
、
討

霰
が
整
つ
て
お
り
、
・
今
後
の
助
成
は
そ
れ
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
案
に
贅
成

ぞ
れ
所
定
の
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
す
る
が
、
地
元
市
及
び
県
に
お
い
て
必
要
な

で
あ
る
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。
る
予
算
の
裏
付
け
を
す
る
こ
と
を
希
苓
す

本
法
案
審
藁
に
当
つ
て
最
も
問
題
と
な
り
る
。
国
が
霞
輿
す
る
普
通
財
産
は
従
来
か
ら

ま
し
た
点
は
、
こ
の
種
特
定
の
地
区
に
対
す
同
市
に
あ
っ
て
提
案
者
か
ら
骰
明
さ
れ
た
も

る
怯
実
を
棚
定
す
る
特
別
の
理
由
及
び
本
注
の
だ
け
と
解
す
る
。
叉
他
に
多
く
の
殿
災
祁

七――――――

市
が
あ
り
、
別
府
に
対
し
て
特
別
の
補
助
は

し
な
い
と
の
建
設
大
臣
の
答
弁
を
諒
と
し

て
、
本
案
に
賛
成
す
る
と
の
発
言
が
あ
り
ま

し
た
。
（
「
も
う
い
い
よ
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）
又

絨
ザ
云
『
英
の
重
迎
性
を
認
め
て
、
国
際
棉
市

の
建
殷
が
必
要
で
あ
る
。
（
「
箇
輩
々
々
」
と
呼

ぶ
者
あ
り
）
而
し
て
都
市
は
、
国
際
蔀
市
と

し
て
文
化
の
向
上
を
園
り
、
そ
の
実
を
具
す

る
こ
と
を
企
図
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

来
観
光
国
策
と
称
し
て
篇
骰
し
来
た
っ
た
と

こ
ろ
は
僅
少
で
あ
る
。
こ
の
際
、
伐
光
旅
穀

を
充
実
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
の
発
言
も
あ

り
ま
し
た
。

次
い
で
、
本
怯
案
に
贅
成
す
る
が
、
附
則

に
「
こ
の
怯
律
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
五

條
の
規
定
に
よ
り
、
別
府
市
の
住
民
の
投
粟

に
付
ナ
る
も
の
と
す
る
」
と
の
i
項
を
加
え

て
、
他
の
同
じ
性
質
の
怯
律
と
同
一
の
形
式

を
整
え
た
い
と
の
修
正
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。
又
こ
の
修
正
に
贅
成
す
る
外
、
本
案

の
名
称
が
不
適
当
で
あ
る
。
従
来
国
際
関
係

の
あ
る
諸
法
律
に
も
特
に
国
際
云
々
の
名
称

を
付
し
て
お
ら
ず
、
叉
文
化
都
市
の
名
称
は

別
府
市
の
過
去
、
現
在
の
実
情
に
徽
し
て
修

正
し
、
こ
れ
を
別
府
観
光
温
泉
都
市
乃
至
は

別
府
温
泉
観
光
都
市
姥
設
法
と
改
め
る
。
又

館
七
條
の
う
ち
「
特
別
都
市
計
画
法
（
昭
和
二

十
一
年
浪
律
第
十
九
号
）
及
び
」
を
削
除
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
修
正
意
見
が
あ
り
、
尚
、

今
後
同
一
性
質
の
法
案
が
続
出
す
る
か
も
知

れ
ぬ
が
、
地
元
県
及
び
市
の
熱
意
と
、
そ
の

先
駆
者
で
あ
る
こ
と
を
麓
め
て
、
本
法
案
に

賛
成
し
、
万
全
の
措
置
を
硝
む
と
の
発
習
が

——-—-~—---ニ



〔
岩
本
月
洲
君
登
壇
、
拍
手
〕

0
岩
＊
月
洲
君
只
今
議
題
と
な
り
ま
し
た

箭
願
第
五
十
五
号
外
三
十
四
件
、
陳
情
鏡
七

号
外
二
件
に
つ
き
ま
し
て
文
部
委
員
会
に
お

〔
審
査
報
告
書
は
都
合
に
よ
り
最
終
号

附
録
に
掲
載
〕

あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
修
正
意
見
に
つ
き

ま
し
て
は
、
委
員
長
か
ら
は
、
修
正
に
は
手

続
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
そ
の
旨
を
速
記
録

に
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
了
承
を
得
た
い
と

の
発
言
を
い
た
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

か
く
て
討
論
を
打
切
り
、
採
決
い
た
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
全
員
一
致
提
案
通
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。
右
御
報
告
申
上
げ
ま
す
。

〇
罐
長
（
佐
朧
貧
武
君
）
別
に
御
発
言
も
な

け
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
本
案
の
採
決
を
い
た
し

ま
す
。
本
案
全
部
を
問
題
に
供
し
ま
す
。
木

案
に
賛
咸
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
起
立
者
多
数
〕

0
議
長
（
佐
霞
固
武
君
）
過
半
数
と
認
め
ま

ナ
。
よ
っ
て
本
案
は
可
決
せ
ら
れ
ま
し
た
。

~
●
、
~

〇
躇
長
（
佐
璽
圃
武
君
）
こ
の
際
、
日
程
第

十
よ
り
第
三
十
七
ま
で
の
請
願
及
び
日
程
第

三
十
八
よ
り
第
四
十
ま
で
の
a
ggE
E
を
一
括
し

て
議
題
と
す
る
こ
と
に
御
異
鵬
こ
ざ
い
ま
せ

ん
か
。
〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
佐
朧
爾
武
君
）
御
異
議
な
い
と
認

め
ま
す
。
先
ず
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま

す
。
文
辺
翠
全
員
会
理
宣
H
右
本
月
洲
君
゜

官
報
号
外

ぎ
ま
す
る
審
讃
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報

告
申
上
げ
ま
す
。

六
三
制
建
設
予
算
増
額
の
請
頭
陳
情
十
三

件
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
右
は
六
三
制

教
育
完
全
突
施
の
た
め
国
庫
補
助
の
増
額
を

な
さ
れ
た
い
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
次
に

育
英
資
金
国
庵
補
助
増
額
の
請
願
八
件
に
つ

い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
在
、
就

学
中
の
大
学
生
約
五
十
万
人
の
七
割
即
ち
約

三
十
五
万
人
が
、
学
資
不
足
の
た
め
に
或

い
は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
生
活
維
持
の
た
め

に
ア
ル
バ
イ
・
r
を
希
差
し
て
お
る
も
の
で
あ

り
ま
ナ
。
併
し
な
が
ら
ア
ル
バ
イ
ト
に
就
職

で
き
る
者
は
凡
そ
三
分
の
一
に
過
ぎ
ず
、
多

数
の
学
生
が
学
業
継
続
困
難
に
陥
つ
て
い
る

現
状
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
際
大
幅
＂
る
育
英

安
金
の
増
額
を
な
さ
れ
た
い
と
い
り
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
次
に
旧
制
高
校
卒
業
生
の
進
学

問
題
に
関
す
る
請
願
四
件
は
、
い
わ
ゆ
る
白

線
浪
人
一
万
一
千
救
済
の
た
め
に
、
旧
制
大

学
の
採
用
人
員
増
加
、
新
制
大
学
二
年
へ
の

編
入
、
国
立
夜
間
大
学
の
設
置
等
を
要
望
し

て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
私
立
学
校

に
関
す
る
請
願
二
件
ほ
私
学
に
対
す
る
国

庫
補
助
の
貸
付
の
増
額
を
希
望
し
て
お
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
科
学
振
興
の
た
め
に

科
学
研
究
に
必
要
な
経
費
を
増
額
し
て
欲
し

い
と
い
う
請
願
、
又
科
学
研
究
機
関
を
拡
充

し
て
欲
し
い
と
い
う
請
願
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
次
に
国
宝
瑞
巖
寺
本
党
外
五
縦
修
理
費

国
庫
補
助
の
請
願
二
件
と
、
国
宝
月
輪
寺
本

党
修
理
費
国
庫
補
助
の
請
願
、
い
ず
れ
も
国

宝
建
築
物
の
虞
巧
項
湯
甚
だ
し
い
た
め
に
速

以
上
い
ず
れ
も
文
部
委
員
会
に
お
き
ま
し

て
慣
重
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
妥
当
と
認

め
、
こ
れ
か
院
議
に
付
し
て
内
閣
に
送
付
す

急
に
国
庫
補
助
を
輿
え
て
欲
し
い
と
い
う
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。
次
に
新
制
高
校
を
卒
業
し

て
社
会
に
菓
立
つ
蘭
労
冑
年
の
た
め
に
、
尚

学
業
を
継
続
で
き
る
よ
う
地
方
の
国
立
大
学

に
夜
間
部
を
設
開
さ
れ
た
い
と
い
う
請
願
で

ご
ざ
い
ま
す
。
又
室
闊
工
業
大
学
は
本
年
一

月
火
災
を
起
し
ま
し
て
、
そ
の
中
枢
部
が
約

一
一
千
坪
烏
有
に
帰
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
復

旧
の
た
め
こ
の
際
国
庫
の
補
助
を
得
た
い
と

い
う
請
願
で
ご
ざ
い
ま
す
。
次
に
公
民
館
に

寧
任
職
員
設
置
の
精
願
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
社
会
教
育
法
に
お
い
て
、
社
会
教
育

の
基
本
施
設
で
あ
り
ま
す
る
公
民
館
の
充
実

発
展
の
た
め
に
は
、
亭
任
職
員
を
置
く
こ
と

が
当
面
の
急
務
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今

日
市
町
村
の
実
情
は
市
町
村
費
を
以
て
こ
れ

か
睛
う
こ
と
は
到
底
菌
み
得
な
い
の
で
、
国

庫
負
担
に
よ
っ
て
専
任
職
員
を
置
い
て
欲
し

い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
育
年
教
育

捩
興
に
関
す
る
請
願
で
あ
り
ま
す
。
今
日
宵

年
は
載
争
の
た
め
に
、
精
神
面
、
教
養
面
に

お
い
て
大
き
な
宰
白
が
あ
る
。
こ
の
空
白
を

埋
め
て
、
以
て
新
日
本
建
設
の
大
き
な
力
た

ら
し
め
る
た
め
に
、
冑
年
教
育
対
策
機
関
の

設
置
、
冑
年
講
座
の
開
骰
，
査
料
の
発
行
等

を
要
望
し
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に

手
芸
教
育
振
興
に
関
す
る
請
願
は
、
錨
人
の

諸
学
校
に
お
い
て
手
芸
教
育
の
振
興
並
び
に

手
芸
教
員
養
成
の
た
め
に
泡
当
な
方
注
を
講

ぜ
ら
れ
た
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
二
十
五
年
四
月
八
日
参
議
院
会
議
録
第
四
十
号
愛
緩
県
三
間
村
小
学
校
改
築
に
関
す
る
請
願
外
三
十
件

る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
決
定
い
た
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。
右
御
報
告
申
上
げ
ま
す
。

（
拍
手
）

0
議
長
（
佐
藤
菌
武
君
）
別
に
御
発
言
も
な

け
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
採
決
を
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
請
願
及
び
陳
情
は
委
員
畏
報
告
の

通
り
採
択
し
、
内
閣
に
送
付
す
る
こ
と
に
賛

成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
総
員
起
立
〕

0
議
長
（
佐
鵬
固
武
君
）
総
員
起
立
と
認
め

ま
す
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
請
願
及
び
g
t
惰
は

全
会
一
致
を
以
て
採
択
し
、
内
閣
に
迭
付
す

る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

本
日
の
談
事
日
桓
は
こ
れ
に
て
終
了
い
た

し
ま
し
た
。
次
会
の
議
事
日
程
は
決
定
次
第

公
報
を
以
て
御
通
知
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
六
時
十
二
分
散
会

〕

日

0
木
日
の
会
誤
に
付
し
た
事
件

一
、
中
国
の
飢
饉
及
び
日
本
の
安
全
、
在

日
朝
鮮
人
の
処
遇
に
関
す
る
緊
急
質
問

一
、
食
珊
説
闘
毅
脱
に
伴
う
農
業
危
横
に

関
す
る
緊
急
質
間
．

一
、
国
政
寄
議
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に

関
す
る
緊
急
質
問

一
、
所
謂
限
川
萩
話
に
関
す
る
緊
急
質
問

一
、
議
員
小
J
I
I
友
一
二
君
懲
罰
事
犯
の
件

一
、
日
程
第
一
糀
神
衛
生
法
案

一
、
日
程
第
二
育
少
年
飲
酒
防
止
法
案

1

、
日
程
第
三
旧
軍
港
市
転
換
法
案

一
、
日
程
悌
四
保
院
業
法
蛸
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

議

員赤
木
正
雄
君

阿
竹
齋
次
郎
君

飯
田
精
太
郎
君

大
山
・
安
君

岡

部

常

君

河
井
禰
八
君

楠
見
義
男
君

西
郷
吉
之
助
君

宿
谷
榮
一
君

伊
逹
源
一
郎
君

褪
川
宗
敬
君

北
條
・
秀
一
君

堀
越
儀
郎
君

松
井
道
夫
君

山

崎

恒

君

結
城
、
安
次
君

井
上
な
っ
ゑ
君

山
本
伊
藤
宇
都
宮

登
君

勇
怨
君

保
平
君

赤
澤
興
仁
君

安

部

定

君

様
原
僕
厖
君

奥
む
め
お
君

岡
本
愛
助
君

木
下
辰
雄
君

来
馬
琢
蓬
君

品
村
軍
次
君

高
橋
龍
太
郎
君

玉
置
吉
之
丞
君

蕨
井
丙
午
君

穂
積
銘
六
郁
君

町
村
敬
費
君

矢
野
酉
雄
君

出
席
者
は
左
の
蓮
り
。

議
長
・
佐
藤
尚
武
君

副
談
長
松
嶋
喜
作
君

．．
 
日＂

一
、
日
程
箕
八
水
路
業
務
法
案

一
、
日
程
第
九
倉
眼
業
法
の
一
部
を
改

正
ナ
る
法
律
案

一
、
日
程
第
五
公
職
選
挙
法
案
．

一
、
日
程
第
六
公
職
逍
挙
法
の
施
行
及

び
こ
れ
に
伴

5
関
係
法
令
の
整
理
に
関

す
る
法
律
案

一
、
日
程
第
七
別
府
国
際
観
光
文
化
都

市
建
設
法
案

一
、
日
程
第
十
乃
至
第
三
十
七
の
請
願

一
、
日
程
第
三
十
八
乃
至
第
四
十
の
陳
情

七
三
四
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尾
椅
行
輝
君

鎌
田
逸
郎
君

小
宮
山
常
吉
君

植
竹
春
彦
君

鈴
木
麻
人
君

高
瀬
荘
太
郎
君

小
林
英
三
君

波
多
野
林
一
君

玉
屋
喜
京
君

松
村
鍍
一
郎
君

村
上
装
一
君

岩
本
月
洲
君

池
田
宇
右
衛
門
君

中
川
以
良
君

遠
山
丙
市
君

西
川
．
昌
夫
君

装
岡
信
夫
君

大
島
定
吉
君

平
沼
禰
太
郎
活

石
坂
豊
一
君

石
原
幹
市
郎
君

佐
々
木
鹿
蔵
君

入
交
太
蔵
君

深
水
六
郎
君

北
村
一
男
君

朦
森
娯
治
君
．

西
山
亀
七
君

竹
中
七
郎
君

廣
瀬
興
兵
衛
君

大

隈

憲

U
君

門
屋
盛
一
君

油
井
賢
太
部
君

深
川
ク
マ
ヱ
君

~
 

官
報
号
外
昭
和
二
十
五
年
四
月
八
日

参
讃
院
会
議
録
第
四
十
号

＇ 

柏
木
廊
治
君

小
杉
イ
を
君

大
屋
晋
三
君

中
山
壽
彦
君

竹
下
，
甕
次
君

川
村
松
助
君

野
田
俊
作
君

久
松
定
武
君

一
松
政
二
君

三
島
通
陽
君

小
野
光
洋
君

島
津
忠
彦
君

横

尾

龍

君

寺

尾

豊

君

加
藤
常
太
郎
君

城

義

臣

君

西
川
甚
五
郎
君

黒
田
英
雄
君

京
葉
底
岡
君

柴
田
政
次
君

松
野
喜
内
君

池
田
七
郎
兵
衛
君

籐
井
新
一
君

平
岡
市
三
君

伊
東
篠
治
君

中
川
幸
平
君

小
林
勝
馬
君

林
屋
鍾
次
郎
君

小
串
清
一
君

大
隈
信
幸
君

中
井
光
次
君

•
木
内
キ
ャ
ゥ
君

高

橋

啓

君

］ 
夏国臣 農；li 甘墨野
． 憲一君 君久蓑 定蔽君 鼎君

喜 岩男 駒井 下木

茂君 君仁蔵 態干君 吾君源

｀ 

櫻

内

辰

郎

君

安

逹

良

助

君

藤

枝

昭

信

君

島

田

千

壽

君

吉

田

法

哨

君

木

内

四

郎

君

谷
口
禰
三
郎
君
田
中
利
勝
君

塚

本

霞

蔵

君

境

野

清

雄

君

岩
木
哲
夫
君
前
之
固
喜
一
郎
君

大
畠
良
夫
雄
君
岩
崎
正
111

郎
君

品

情

山

田

節

男

君

石

川

準

吉

君

浪

井

一

郎

君

岡

田

宗

司

君

天

田

勝

疋

君

刃
生
三
七
君
稲
垣
平
太
郎
君

鬼

丸

義

齋

君

下

條

恭

兵

君

和

田

博

雄

君

山

下

裟

信

君

細

川

嘉

六

君

中

野

霞

治

君

岩

間

正

男

君

兼

岩

栂

一

君

鈴

木

清

一

君

水

橋

膝

作

君

千

葉

信

君

堀

娯

琴

君

姫

井

伊

介

君

椎

井

康

雄

君

カ
ニ
エ
邦
彦
君
小
泉
秀
吉
君

大

野

幸

・

一

君

千

田

正

君

太

田

敏

兄

君

朦

田

芳

雄

君

刃

仁

五

郎

君

伊

朦

修

歪

青
山
正
一
君
中
平
常
太
郎
君
・̀ 

丹
刃
五
郎
君
佐
々
木
良
作
君

中

村

正

雄

君

原

虎

一

君

若

木

勝

蔵

君

三

木

治

朗

君

怯

務

総

裁

大

茂

大

臣

通
商
荏
業
大
臣

厚

生

大

臣

農

林

大

臣

運

輻

大

臣

郵

政

大

臣

電
気
通
信
大
臣

建

設

大

臣

盆

谷

秀

次

君

国

務

大

臣

青

木

孝

義

君

国

務

大

臣

壻

田

甲

子

七

君

国
務
大
臣
山
口
喜
久
一
郎
君

政
府
委
員

検
事
（
検
激
局
長
）
高
棚
一
郎
君

蒻

謎

鰭

木

村

四

郎

七

君

大
蔵
政
務
次
官
水
田
三
喜
男
君

海
上
保
安
官
盆
海

上
保
安
庁
水
路
部
須
田
院
次
弔

長）

林

顕

治

君

森
幸
太
郎
君

大
屋
晋
三
君

小
澤
佐
軍
喜
君

殖
田
俊
吉
君

池
田
勇
人
君

I 
~一

七
三
五
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